
◆介護老人保健施設　大宮ナーシング・ピア（入所） 令和8年6月1日

加算額 合計

1割負担 847円 212円 3,969円 119,068円

2割負担 1,694円 424円 5,028円 150,843円

3割負担 2,541円 636円 6,087円 182,615円

1割負担 901円 217円 4,028円 120,846円

2割負担 1,801円 434円 5,145円 154,365円

3割負担 2,701円 652円 6,263円 187,880円

1割負担 970円 224円 4,104円 123,116円

2割負担 1,904円 444円 5,258円 157,754円

3割負担 2,910円 672円 6,492円 194,759円

1割負担 1,027円 229円 4,166円 124,992円

2割負担 2,053円 459円 5,422円 162,658円

3割負担 3,079円 688円 6,677円 200,320円

1割負担 1,081円 235円 4,226円 126,769円

2割負担 2,162円 470円 5,542円 166,245円

3割負担 3,243円 704円 6,857円 205,718円

※　上記表の加算額には介護保険制度で定められている、当施設の体制や取組みに係る標準的な加算が含まれております。

※　上記表の加算額の他に、入所後3か月に限り条件に応じて短期集中リハビリテーション実施料として、月額10,000円（1割負担）

　　～30,000円（3割負担）程度がかかります。

※　入所月（30日間）は初期加算料と安全対策体制料として、982円（1割負担）～2,974円（3割負担）が必要となります。

※　各サービスのご利用実績に応じ、別途個別加算料が発生する場合があります。

◆食費と居住費の負担額軽減制度適用の場合

　　介護保険の施設サービスを利用する際の食費と居住費はご利用者の負担となりますが、負担を軽減す

　るため、収入や資産などに応じて食費と居住費の負担限度額の認定を受けることが出来ます。認定に当

　たっては、お住まいの区役所高齢介護課で申請をする必要があります。

※上記負担額軽減制度の他に、大宮ナーシング・ピアでは、収入が少なく生計を立てることが困難である

　要介護状態の方に対し、施設が利用料を一部負担することで利用者の支払う利用料を減額し、低額な料

　金で施設を利用していただくことができます。ご相談ください。

第3段階②
（居住費430円、食費1,360円）

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金

収入額の合計額が120万円を超える方
102,000円～110,000円

第3段階①
（居住費430円、食費680円）

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金

収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方
81,000円～88,000円

老齢福祉年金を受給している方
第1段階

57,000円～65,000円

前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金

収入額の合計額が80万円以下の方
72,000円～80,000円

第2段階
（居住費430円、食費390円）

生活保護受給者の方

利用者負担段階 利用者負担段階の要件

16,200円

ご利用料金表（自己負担金）

介護保険自己負担額

要介護1

2,910円

共通料金内訳

食費　　　　　 1,870円

居住費　　　　　500円

教養娯楽費　　　290円

日用消耗品費　　250円

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

1日当たりの自己負担額 月額(30日)

の目安共通料金

月額の目安（要介護度による）

ご利用料金等でご不明な点がございましたらお気軽に

ご相談ください Tel 048-686-1890

私物洗濯又は衣類レンタルをご利用を希望

の方は別途業者との契約が必要になります

月額5,500円～15,000円程度


